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                          (開会 午後２時００分) 

 

議 長：皆さんこんにちは。  

ただいまから､平成３０年 第８回 国頭村農業委員会定例総会を開会致します｡ 

本日は全員の出席でありますので総会は成立しております。 

議事日程は、お手元に配布しておりますので、ご確認ください。 

始めに国頭村農業委員会、会議規則 13条の規定による会議録署名委員ですが、議長 

から指名させていただくことに異議ありませんか。   

 

各委員： (「異議なし」の声あり) 

 

議 長：本日の会議録署名委員は １番 上地和雄 委員 と ２番 宮城由知 委員のお二人を指名

致します｡ 書記には事務局職員の 山城君 を指名致します。 

    次に会期の決定についてですが、本日平成３０年８月２８日の１日間の日程で決定し

て宜しいでしょうか。 

 

各委員： (「異議なし」の声あり) 

 

議 長：異議が無いようですので、本日の１日間の日程で会期の決定をいたします。 

    続いて諸般の報告をいたします。諸般の報告はお手元に配布のとおりでありますので、   

    各自お目とおし願います。 

 

それでは、議事に入ります。 

 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可決定について整理番号１から４について

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局：整理番号１ 

譲 受 人 国頭村字辺土名●●●●番地 ●●●● ●●歳 

譲 渡 人 国頭村字佐手●●●番地  ●●●● ●●歳 

申 請 地 佐手 大川山 ●●●－●● 

台帳地目 畑  現況地目 休耕地 面積１９，４０１㎡ 所有権移転  贈与 

          無償 キビ 

 

事務局：整理番号２ 

譲 受 人 国頭村字辺土名●●●●番地 ●●●● ●●歳 

譲 渡 人 国頭村字佐手●●●番地   ●●●● ●●歳 



申 請 地 佐手 大川山 ●●●－●● 

台帳地目 畑  現況地目 休耕地 面積１７，２０３㎡ 所有権移転  贈与 

          無償 キビ 

 

 

事務局：整理番号３ 

譲 受 人 国頭村字辺土名●●●●番地 ●●●● ●●歳 

譲 渡 人 国頭村字佐手●●●番地   ●●●● ●●歳 

申 請 地 佐手 大川山 ●●●－●● 

台帳地目 畑  現況地目 樹園地 面積１，５６５㎡ 所有権移転  贈与 

          無償 果樹 

 

事務局：整理番号４ 

譲 受 人 国頭村字辺土名●●●●番地 ●●●● ●●歳 

譲 渡 人 国頭村字佐手●●●番地   ●●●● ●●歳 

申 請 地 佐手 大川山 ●●●－●● 

台帳地目 畑  現況地目 樹園地 面積３，５８７㎡ 所有権移転  贈与 

          無償 マンゴ 

 

議 長：事務局より説明が終わりましたが、補足、質疑等はございませんか。 

 

宮城久宜推進委員：8月 23日に上地和雄農業員、田場農地主事と私の三人で現地の確認を行い   

    ました。地番の●●●－●●､●●●－●●は休耕地で、●●●－●●は、みかんを栽  

 培しております。●●●－●●は､一部マンゴを栽培している状況でした。以上です。 

 

1 番：先ほど事務局から説明がありましたとおり、譲渡人である父が 85歳の高齢で､農業に

従事できないと言う事で、息子の方に所有権を移転する為に申請されておりますの

で、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長：休憩します。 

    再開します。 

 

議 長：他にございませんか。 

 

各委員： （「補足、質疑なし進行」の声あり） 

 

議 長：質疑等がないようでありますので、それでは採決いたします。 



議案第１号、整理番号１から４について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手をお願いします。 

 

各委員：（全員挙手） 

 

議 長：全員賛成でありますので、議案第１号、整理番号１から４については、原案のとおり

決定いたしました。 

続きまして、議案第２号、整理番号１から７ 非農地証明願の許可決定について事務 

局より説明をお願いします。 

 

事務局：整理番号１ 

申 請 者  沖縄市八重島●丁目●●－● 県営八重島高層住宅●棟●●●号●●●● 

申 請 地  楚洲 伊江原 ●－● 

台帳地目 畑 現況地目 原野 面積 ８３８㎡ 

 

事務局：整理番号２ 

申 請 者  沖縄市八重島●丁目●●－● 県営八重島高層住宅●棟●●●号●●●● 

申 請 地  楚洲 伊江原 ●－● 

台帳地目 畑 現況地目 原野 面積 ４３０㎡ 

 

事務局：整理番号３ 

申 請 者  沖縄市八重島●丁目●●－● 県営八重島高層住宅●棟●●●号●●●● 

申 請 地  楚洲 伊江原 ●●－● 

台帳地目 畑 現況地目 原野 面積 ２６８㎡ 

 

事務局：整理番号４ 

申 請 者  沖縄市八重島●丁目●●－● 県営八重島高層住宅●棟●●●号●●●● 

申 請 地  楚洲 伊江原 ●●－● 

台帳地目 畑 現況地目 原野 面積 １６６㎡ 

 

事務局：整理番号５ 

申 請 者  沖縄市八重島●丁目●●－● 県営八重島高層住宅●棟●●●号●●●● 

申 請 地  楚洲 伊江原 ●● 

台帳地目 畑 現況地目 原野 面積 １６２㎡ 

 

事務局：整理番号６ 

申 請 者  沖縄市八重島●丁目●●－● 県営八重島高層住宅●棟●●●号●●●● 



申 請 地  楚洲 伊江原 ●●－● 

台帳地目 畑 現況地目 原野 面積 ２２５㎡ 

 

事務局：整理番号７ 

申 請 者  沖縄市八重島●丁目●●－● 県営八重島高層住宅●棟●●●号●●●● 

申 請 地  楚洲 伊江原 ●● 

台帳地目 畑 現況地目 原野 面積 ７８㎡ 

 

議 長：事務局より説明が終わりましたが、質疑、補足等はございませんか。 

 

４ 番：8月 20日に山城主査､新城正彦推進委員と私の三人で現地の確認を行いました。 

    現地はギンネムや雑草が生い茂り、海のすぐ近くで塩害等も考えられて耕作するには

厳しい状態だと思いますので､委員の皆様の判断よろしくお願いします。 

 

議 長：他にございませんか。 

 

１ 番：図面の地番●●､●●－●は海水浴で利用されている場所の近くだと思いますが､確か

にその土地はギンネム等が生い茂っていますが、今後は何かの計画がありますか。 

 

事務局：●●さんは、土地所有者の方とは 20年、30年来のお付き合いと言う事で、この一帯に

観光客を呼び込んで､自然を楽しむ施設を作りたいと言う事です。土地所有者の方々 

    とは、以前から約束の下で計画を進めているところです｡図面の●●－●から今回の申

請地の付近までは、ほとんどが●●●●●●●●●と言う会社とその会社の社長の●

●●●さんの所有になっています。 

    一部楚洲区の保安林などもありますが、今年のゴールデンウィーク、夏のシーズンは

海でマリンレジャーを楽しむ方が多くて、駐車スペースが足りない状況だったと伺っ

ております。それを解消するための申請です。 

 

１ 番：図面の●と●●－●の土地の所有者は同じ方ですか。 

 

事務局：図面の●●－●､ ●●、 ●●、●●－●､ ●●､ ●●､ ●●－●､ ●●､ ●●、  

●●－●､ ●●－●､ ●●､●●－● 

        この一帯ほとんどが●●●●●●●●●、●●●●さん所有の土地となっております。

今回申請地の●－●の奥にある●－●も●●●●●●●●●さんに所有権は移ってお

ります。その残りが今回の申請となっております。今回申請されている土地の所有者

のほとんどが村外に住む高齢者なので、●●さんに委任して、代理での申請となって

おります。 



 

 

２ 番：この土地については、農業委員で以前現地確認をしていますが、農地として利用でき

る状態ではなく、所有者も高齢で長い期間耕作されておらず、原野化している状況で

す。そういう状況の土地を有効活用して、リゾート関係の施設が出来て地元の活性化

につながれば良いことだと思いますので、賛成します。以上です。 

 

議 長：他にございませんか。 

 

各委員： （「異議無し進行」の声あり） 

 

議 長：質疑等がないようでありますので、それでは採決いたします。 

議案第２号、整理番号１から７について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手をお願いします。 

 

各委員：（全員挙手） 

 

議 長：全員賛成でありますので、議案第２号 整理番号１から７については、原案のとおり決              

定いたしました。 

 

                    

これをもちまして 平成３０年第８回国頭村農業委員会総会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

 

 

 

(閉会 午後２時３１分)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

会     長                

          

           議事録署名委員                

 

           議事録署名委員                

 

 

 


